
令和４年度（２０２２年４月～２０２３年３月） 

農業機械研修案内 
 １ 農作業安全・大型特殊免許（農耕用）等取得研修 （農大に申込み）  

１ 研修内容 トラクターの基本操作と安全運転技術を習得し、大型特殊免許（農耕用）、または、けん引 

免許（農耕用）の取得を目指します。 

   

２ 申込受付期間及び研修実施期間        

  申込受付期間 抽選結果通知  研修実施期間 

第Ⅰ期 

 

受付対象 

第 1 回～第 6 回 

４月５日～ 

４月１５日 

５月上旬 

予定 

 第１回： ５月１６日（月） ～ ５月１９日（木） 

第２回： ５月２３日（月） ～ ５月２６日（木） 

第３回：  ６月  ６日（月） ～ ６月  ９日（木） 

第４回： ６月１３日（月） ～ ６月１６日（木） 

第５回： ６月２７日（月） ～ ６月３０日（木） 

第６回： ７月１１日（月） ～ ７月１４日（木） 

     
 申込受付期間 抽選結果通知  研修実施期間 

第Ⅱ期 

 

受付対象 

第 7 回～第 10 回 

８月１日～ 

８月１２日 

９月上旬 

予定 

 第７回： １０月１７日（月）～１０月２０日（木） 

第８回： １１月 ７日（月）～１１月１０日（木） 

第９回： １１月１４日（月）～１１月１７日（木） 

第１０回：１２月 ５日（月）～１２月 ８日（木） 

     
 申込受付期間 抽選結果通知  研修実施期間 

第Ⅲ期 

受付対象 

第 11 回～第 13 回 

１２月９日～

１２月１９日 

１月上旬 

予定 

 第１１回： １月１６日（月）～ １月１９日（木） 

第１２回： １月３０日（月）～ ２月 ２日（木） 

第１３回： ２月１３日（月）～ ２月１６日（木） 

 

３ 受講対象者（以下の２つの条件を満たす方） 

（１）茨城県に在住する農業者で、運転免許証の住所も茨城県内にある者。 

    ※ここで言う農業者とは、以下の①～⑥に該当する方 

     ①認定農業者・認定新規就農者、②農業所得が主の農業者、③農業法人等の就業者、 

④農外所得が主の農業者、⑤「いばらき営農塾」等の研修受講者 

※農業者で定員に達しない場合のみ、⑥その他（農業団体職員、農業高校教諭等）も対象とします。 

（２）①大型特殊免許（農耕用）取得研修は、普通自動車免許（AT限定も可）の取得者であること。 

   ②けん引免許（農耕用）取得研修は、大型特殊免許（農耕用限定も可）の取得者であること。 

    ※カタピラ限定の大型特殊免許を所持の方は研修を受講できません。 

 

４ 申込方法、受講決定までの流れ 

     ＜受講希望者＞           ＜農業大学校＞           ＜受講申込者＞ 

  

 

 

 

  ・各申込受付期間に、申込書（様式研修第 1号）を郵送又はＦＡＸにて提出してください。 

    ※特定の受講希望回があれば、併せて記入してください。 

    ※ＦＡＸで申込書を送信された方は、文書が届いているか研修科まで確認の電話連絡をお願いします。 

  ・受付期間終了後、各期の定員（各回２５名×回数）を超過した場合、抽選となります。 

抽選結果は、抽選結果通知期間に、申込者全員へ、郵送にて通知します。 

 

茨城県立農業大学校 庶務部研修科 
〒311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186 

TEL：029-292-0419(直通)，0010(代表) FAX：029-292-0903 

農業大学校のホームページは「茨城県立農業大学校」で検索をお願いします。 

各申込受付期間に、

申込書を農業大学校

研修科へ提出 

・申込書を受付、定員を超えた場合は抽選 

・申込者全員へ、抽選結果を郵送で通知 

・抽選結果を確認 

・受講決定者は受講

回や持参品等を確認 

※第１回は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 

令和３年度に中止となった回の受講者を優先します。 



 
５ 研修日程 

１日目(10:00～16:00) ２日目・３日目(8:45～16:00) ４日目(8:30～16:00) 

＜講義＞ 

・トラクターの構造と特徴 

・農作業事故の発生防止 

・トラクターの保守点検 等 

（講師：外部講師等） 

＜実技研修＞ 

・トラクターの基本操作 

・トラクターの道路走行 

（講師：農業大学校 研修科） 

＜終日免許試験＞ 

・茨城県警察運転免許センター 

運転免許課による出張試験 

 ※第１日目は、新型コロナウイルス感染状況に応じて、午前中だけの場合があります。 

 

６ 研修場所（試験会場も同じ） 

  茨城県立農業大学校 農業機械整備研修棟教室及びトラクター運転コース 等 

 

７ 受講経費 ７，０５０円（＋別途、傷害保険料が必要となります） 

  内訳：受講料(2,400円)、免許試験手数料(2,600円)、 

     免許証交付手数料(2,050円) ← 最終日の免許試験に合格した場合必要となります。 

 

８ 留意事項 

 （１）申込 

  ・申込書の様式は、農業大学校のホームページに掲載しております。 

    ・申込書は必ず申込者本人が提出してください。また、記入漏れがないよう御留意ください。 

・電話での申込は受付いたしません。また、郵送、ＦＡＸ共に、申込締切日「必着」となります。 

・１回の申込受付期間に、大型特殊免許（農耕用）とけん引免許（農耕用）の同時申込みはできません。 

・③農業法人等の就業者、⑥その他（農業団体職員等）の方は、大型特殊免許を必要とする業務に携わ

っている方のみを受講対象とします。各自所属の了承を得たうえで申込みください。 

 

 （２）抽選・受講決定 

  ・申込者が定員を超過した場合は抽選を行いますが、抽選で落選した場合キャンセル待ちは行いません。 

次期の申込受付期間に改めて申し込んでいただくことになります。 

 ・研修 1回あたりの定員２５名の内訳は、以下のとおりです。 

免許種別 大型特殊免許（農耕用） けん引免許（農耕用） 

定員 ２０名程度 ５名程度 

  ・受講決定者への抽選結果通知には、受講経費の支払方法や持参品を記した書類を同封します。 

 

（３）視力 

免許試験では、下記の適性試験（視力検査）に合格しなければ実技試験を受験できません。 

事前に視力検査を行い、必要な場合は視力の矯正など受講前にしておいてください。 

   ○大型特殊免許（農耕用）取得希望者 

⇒視力が両眼で 0.7以上かつ１眼でそれぞれ 0.3以上であること。ただし、１眼の視力が 0.3に満た 

ない者は、他眼の視野が左右 150度以上で視力が 0.7以上であること。 

   ○けん引免許（農耕用）取得希望者 

⇒視力が両眼で 0.8以上かつ１眼でそれぞれ 0.5以上であること。 

また、深視力を検査し、３回平均の誤差が２ｃｍ以下であること。 

 

（４）新型コロナウイルス 

   新型コロナウイルスの感染状況に応じて、本県のコロナ対策指針に基づき、急遽研修の中止の場合が

ありますので、ご了承ください。 
 



 

 ２ 農業機械士技能認定研修 （農大に申込み） ＜農業中級者向けの研修＞  

※農業機械士は、県知事が認定する資格です。 

１ 研修内容：農業者等を対象に、トラクターの構造や機能、取り扱い等に関する講義や、 

       ロータリー耕、作業機着脱、トラクター点検整備、工具の使い方等の実習を行います。 

       研修期間中に、農業機械士技能認定試験（学科試験及び実技試験）を行います。 

２ 実施期間：令和４年１０月２４日（月）～１０月２８日（金）までの５日間 

３ 日  程（予 定） ※日によってカリキュラムが変わります。分解・組立等は実施しません。 

４ 申込期限：９月１６日（金） 

５ 定  員：１５名 

６ 受 講 対 象 者：茨城県に在住する農業者で、大型特殊免許（農耕用限定免許も可）の取得者であること。 

７ 受講経費：５，２００円（＋別途、傷害保険料が必要となります。） 

    内訳：受講料(3,000円)、テキスト代(2，200円) 

８ 申込方法（申込先：農業大学校研修科） 

（１）受講申込書を郵送または FAXで提出してください。定員に達し次第締め切ります。 

（２）受講決定者へ、受講経費の支払方法や持参品等を記した書類を研修開始１週間前までに郵送します。 

午前(9:00～12:00) 午後(13:00～16:00) 

＜講義＞ 

・農作業安全に関する講義 

・トラクターの構造と機能 

（講師：農業大学校 研修科） 

 

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて、本県 

のコロナ対策指針に基づき、オンライン講義に 

なる場合がありますので、ご了承ください。 

＜実技研修＞ 

・乗用型トラクターの仕業点検方法 

・ロータリーによる基本的な耕起方法 

・作業機（プラウ）の着脱方法 

・工具取扱い（スパナ、レンチ等） 

・工作工具（鋼材から雄ねじを立てる）等 

（講師：農業大学校 研修科） 

※研修期間内に、学科及び実技試験を実施します。 

 

 ３ 農業機械基礎研修 （農大に申込み） ＜農業初心者向けの研修＞  農械基礎研修   

１ 研修内容：新規就農者等の農業初心者を対象に、農作業安全に関する講義と乗用トラクターの仕業 

点検や基本的な運転操作、ロータリー耕の基本操作、作業機の着脱方法等について実習 

を行います。 

２ 実 施 日：令和５年１月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木）、１３日（金） 

※研修は１日で完結します。 

３ 日  程（予 定） 

午前(9:00～12:00) 午後(13:00～16:00) 

＜講義・実技研修＞ 

・農作業安全に関する講義 

・乗用型トラクターの 

 基本的なメンテナンス方法 

（講師：農業大学校 研修科） 

＜実技研修＞ 

・乗用型トラクターを用いたロータリーによる 

 基本的な耕耘方法 

・作業機の着脱方法(プラウ・ロータリー等) 

（講師：農業大学校 研修科） 

４ 申込期間：１１月１日（火）～３０日（水） 

５ 定  員：１日あたり１０名程度（最小開催人数５名） 

６ 受 講 対 象 者：茨城県に在住する農業者であること。(農作業安全・大型特殊免許（農耕用）等取得研修と同様） 

７ 受講経費：受講料６００円（＋別途、傷害保険料が必要となります。） 

８ 申込方法（申込先：農業大学校研修科） 

（１）受講申込書を郵送または FAXで提出してください。定員に達し次第締め切ります。 

（２）受講決定者へ、受講経費の支払方法や持参品等を記した書類を研修開始１週間前までに郵送します。 



 

※各研修に関してのお問い合わせは、農業大学校研修科（表紙下部に連絡先があります） 

または、最寄りの農業改良普及センターへお願いします。 

 

 

○茨城県立農業大学校へのアクセス 

＜車を御利用の方＞ 

・北関東自動車道「茨城町東 IC」で、「石岡・

土浦方面」へ降り、１つ目の交差点「矢頭

南」を左折、運転免許センター前の信号を右

折し、そのまま道なりへ進むと道路右側校門

前に「茨城県立農業大学校」の看板有。所要

時間は約１０分。 

 

＜電車・バスを御利用の方＞ 

・「水戸駅」北口バスターミナル 3 番乗場、関

東鉄道バスで「運転免許センター行」乗車。

下車後徒歩で、約３０分。 

 

 

○各地域農業改良普及センター管轄市町村一覧 

センター名 管轄市町村 電話 

常陸太田 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市 0294-80-3340 

常陸大宮 常陸大宮市、大子町 0295-53-0116 

水戸 水戸市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、東海村 029-227-1521 

笠間 笠間市、城里町 0296-72-0701 

鉾田 鹿嶋市、神栖市、鉾田市 0291-33-6193 

行方 潮来市、行方市 0299-72-0256 

土浦 土浦市、石岡市、かすみがうら市 029-822-7242 

稲敷 龍ヶ崎市、牛久市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町 029-892-2934 

つくば 取手市、つくば市、守谷市、つくばみらい市、利根町 029-836-1109 

筑西 下妻市、筑西市、桜川市 0296-24-9206 

結城 結城市、常総市、八千代町 0296-48-0184 

坂東 古河市、坂東市、五霞町、境町 0297-34-2134 

 


